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当社子会社に関する公正取引委員会の発表について 

（開示事項の経過） 

本日，公正取引委員会より，機械式駐車装置の製造販売業者に対し，独占禁止法の規定に

基づき排除措置命令および課徴金納付命令がなされた旨の発表がありました。 

本件に関しまして，当社の連結子会社であるＩＨＩ運搬機械株式会社（以下，「ＩＨＩ運

搬機械」という。）においても，独占禁止法に違反する行為があったと認定されました。 

当社グループにおいて独占禁止法に反する行為が行われていたことは誠に遺憾であり，

お客さまをはじめとするすべてのステークホルダーの皆さまに多大なるご迷惑とご心配を

おかけいたしましたことを，あらためて深くお詫び申しあげます。 

なお，ＩＨＩ運搬機械は，公正取引委員会に対し，課徴金減免制度の適用申請を通じて自

主的に違反行為を申告するとともに，独占禁止法に違反する行為を取り止め，その後一貫して

公正取引委員会の調査に協力してきたため，課徴金の免除が認められ，また，排除措置命令

も受けておりません。 

当社グループは，本件に関する外部弁護士による調査報告を踏まえ，社長をはじめとす

る経営幹部からのメッセージ発信，社内規程の見直し，独占禁止法に関するコンプライア

ンス教育の強化，人事ローテーションの推進，職場対話活動の実施等，再発防止の徹底に

取り組み，法令遵守体制を一層強化し，ステークホルダーの皆さまからの信頼回復に一丸

となって取り組んでまいります。 

また，本件を受け，当社およびＩＨＩ運搬機械の役員は，以下のとおり報酬の一部を返上

しております。報酬の返上にあたりましては，社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会にて，

その内容を検討いただいております。 

役職 氏名 報酬返上 

代表取締役社長 井手 博 月額報酬の 30％ 1 ヶ月分

前 産業システム・汎用機械事業領域長 茂垣 康弘 月額報酬の 20％ 1 ヶ月分

ＩＨＩ運搬機械 前 代表取締役社長 村上 晃一 月額報酬の 20％ 1 ヶ月分

前 代表取締役社長 満岡 次郎 月額報酬の 10％ 1 ヶ月分

以 上 
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